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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年４月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年８月２１日 ０５時１５分ごろ 

発生場所 長崎県平戸
ひ ら ど

市黒子
く ろ こ

島北東方沖（平戸瀬戸） 

 平戸牛
うし

ケ
が

首
くび

灯台から真方位２７３°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２２.６′ 東経１２９°３４.０′） 

事故の概要  引船春海
は る み

丸は、台船大
だい

－７７をえい
．．

航して北進中、また、漁船

啓將
けいしょう

丸は南進中、大－７７と啓將丸とが衝突した。 

大－７７は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、啓將丸は、船

首部に圧壊を生じた。 

事故調査の経過  令和３年８月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 引船 春海丸、１９トン 

   １３８－１００長崎、崎永海運株式会社 

   ２５.７５ｍ×５.４０ｍ×２.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、平成２３年４月８日 

Ｂ 台船 大－７７、９０３トン 

   なし、株式会社関西港湾工業 

   ４８.０ｍ×１３.０ｍ×４.１ｍ、鋼 

   機関なし、平成８年（建造年） 

Ｃ 漁船 啓將丸、１９トン 

   ＮＳ２－１３９２１（漁船登録番号）、明星水産有限会社（Ｃ

社） 

   １９.１５ｍ（Lr）×４.６４ｍ×１.７６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６０３kＷ（動力漁船登録票による）、平成３

年１０月２２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５８年４月２５日 

免許証交付日 令和元年９月１９日 

           （令和６年１０月７日まで有効） 

  甲板員Ａ ３２歳 

   一級小型船舶操縦士 
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    免許登録日 平成１９年４月２日 

免許証交付日 平成２９年１１月２２日 

           （令和５年２月１９日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年４月１９日 

免許証交付日 平成３０年８月２７日 

           （令和６年４月１８日まで有効） 

  甲板員Ｃ ２０歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｃ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｃ 船首部に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風速 約３～４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 北東流約３.２ノ

ット（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか１人が乗り組み、Ｂ船の引渡しの

目的で、Ｂ船を船尾部から約１００ｍのえい
．．

航索で繋
つな

いで引船列（以

下「Ａ船引船列」という。）を構成し、令和３年８月２０日１３時１

０分ごろ福岡県博多港に向けて福岡県大牟田市三池
み い け

港を出港した。 

Ａ船は、マスト灯３個、舷灯、回転灯１個、船尾灯及び引船灯１個

を表示し、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、甲板員Ａが、

２１日０３時３０分ごろ長崎県佐世保市黒島東方沖で昇橋し、船長Ａ

から船橋当直を引き継いで単独の船橋当直につき、自動操舵により北

進した。 

甲板員Ａは、平戸瀬戸南口手前で、レーダーを１海里（Ｍ）レンジ

に切り替えて手動操舵により同瀬戸に入り、約８ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で、水路に沿って航行し、平戸市南風
は え の

埼南

西方沖で北方に変針する際、平戸瀬戸北口付近を南進するＣ船の左舷

灯とマスト灯及びその左右後方に追随する僚船２隻の灯火を視認し

た。 

甲板員Ａは、Ｃ船及び２隻の僚船を左舷対左舷で航過しようと思

い、目視により右舵を取り、Ａ船引船列を広瀬導流堤灯台に向けて続

航させた。 

甲板員Ａは、Ｃ船と左舷を対して航過したことを確認したところ、

左舷後方に位置していたＢ船に、Ｃ船が引っ張られているように見

え、Ｂ船とＣ船が衝突したことを知った。 

甲板員Ａは、船員室で休息中の船長Ａに本事故の発生を報告し、昇
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橋した船長ＡがＣ船と共に平戸瀬戸北口の広瀬北方沖まで移動して投

錨後、１１８番通報し、事故対応に当たった。 

Ｃ船は、船長Ｃ及び甲板員Ｃが乗り組み、帰港の目的で、僚船２隻

と共に、０３時４０分ごろ佐世保市神崎
こうざき

漁港に向けて平戸市的山
あ づ ち

大
おお

島

北方沖の漁場を発進した。 

 甲板員Ｃは、法定灯火を表示させて単独で操船に当たり、平戸瀬戸

北口で、レ－ダーを０.５Ｍレンジとして作動させ、約９～１０kn の

速力で、手動操舵により同瀬戸を南進した。 

 甲板員Ｃは、平戸瀬戸北口の広瀬西方沖を通過する際、黒子島南東

方沖に北進するＡ船の舷灯（赤）を視認し、レーダーでは、Ａ船と、

その後方にＢ船の船影を認めたが、Ｂ船の灯火を視認できないまま同

じ針路で航行を続けた。 

 甲板員Ｃは、広瀬導流堤灯台を左舷方に見ながら通過した後、ふだ

んどおり、南風埼灯台に向けて左転を開始したところ、船首方に北進

を続けるＢ船を確認したので、Ａ船と左舷対左舷で航過しようと右舵

を取り、南進を続けた。 

 甲板員Ｃは、Ａ船と左舷対左舷で航過した後、南風埼灯台に向けて

Ａ船とＢ船の間を横切ろうと、左舵を取りながら目視によりＢ船の灯

火を探していたところ、後続の僚船からの無線で、引船であることを

分かっているのかと注意を促され、Ａ船がＢ船をえい
．．

航していること

に気付き、慌てて右舵一杯としたときに、船首方至近にＢ船を視認し

たが、０５時１５分ごろ、Ｃ船の船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突

した。 

 船長Ｃは、操舵室後方の寝台で休息しており、衝撃で目覚めて衝突

したことを認識し、損傷を確認後、駆けつけた僚船にえい
．．

航され、Ａ

船引船列と共に平戸瀬戸北口の広瀬北方沖まで移動して投錨し、海上

保安庁に対する事故対応に当たった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船の損傷

状況、写真３ Ｃ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  Ｂ船は、高さが約４ｍの長方形の台船で、四隅及び長辺の中央に、

それぞれ高さ約１ｍの赤色点滅灯を設置していた。 

 甲板員Ａは、Ｃ船操船者がＡ船とＢ船が引船列であることを認識し

ていると思っており、Ｃ船と左舷を対して航過する前、左舷灯のみを

視認することができ、その後、無難にＣ船と航過したので、Ｂ船とも

左舷を対して航過すると思い、Ａ船のマストに備えていた船尾方のＢ

船を照らすことができるサーチライトを使用しなかったが、使用して

いれば、衝突しなかったのではないかと、本事故後に思った。 

船長Ａは、狭水道での在橋義務を認識していたものの、甲板員Ａ

が、操船経験が豊富で、狭水道の操船にも慣れていたので、ふだんか

ら狭水道であっても単独での航海当直を任せていた。 
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甲板員Ｃは、高校を卒業後Ｃ社に入社し、巻き網船団の網船に甲板

員として乗船し、時折、Ｃ船にも甲板員として乗船していた。 

 甲板員Ｃは、ふだんから、帰港する際の操船を任されており、夜間

の操船や平戸瀬戸の操船も問題なくできると思っていた。 

 船長Ｃは、狭水道での在橋義務を認識していたものの、甲板員Ｃ

が、日頃から、夜間の操船や平戸瀬戸でも無難に操船していたので、

本事故当時、甲板員Ｃに操船を任せて、操舵室後方の寝台で横になっ

て休息していた。 

 甲板員Ｃは、これまで、引船列を見たことがなく、本事故時、Ａ船

と航過する前にＡ船のマスト灯３個、回転灯及び左舷灯を視認してい

たが、マスト灯３個が引船列を表す灯火だということを認識していな

かった。 

 甲板員Ｃは、平戸瀬戸に入ってからは、目視に頼って操船を行って

おり、Ａ船とＢ船との距離感をつかめておらず、また、Ｂ船の灯火を

視認できなかったので、Ａ船の後方を横切ることができるだろうと思

い、Ｂ船の灯火を探しつつも、南風埼灯台に向けて左転しようとして

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船引船列は、平戸瀬戸の黒子島北東方沖を北進中、甲板員Ａが単

独で操船に当たり、Ａ船とＣ船とが左舷を対して無難に航過した後、

Ｂ船の左舷船首部とＣ船の船首部とが衝突したものと考えられる。 

甲板員Ａは、Ｃ船操船者がＡ船とＢ船が引船列であることを認識し

ていると思っており、無難にＣ船がＡ船と左舷を対して航過したこと

から、Ｂ船とも左舷を対して航過すると思い、注意喚起としてＡ船の

マストに備えていた船尾方のＢ船を照らすことができるサーチライト

を使用しなかったものと考えられる。 

船長Ａは、狭水道での在橋義務を認識していたものの、甲板員Ａ

が、操船経験が豊富で、狭水道の操船にも慣れていたことから、ふだ

んから、狭水道であっても単独での航海当直を任せていたものと考え

られる。 

Ｃ船は、平戸瀬戸の黒子島北東方沖を南進中、甲板員Ｃが、単独で

操船に当たり、船首方から接近してくるＡ船及びＢ船の存在を認識し

ていたものの、Ａ船の灯火が引船列を表す灯火だと知らず、Ａ船と左

舷を対して航過した後、南風埼灯台に向けてＡ船の後方を横切ろうと

したことから、後続の僚船からの無線連絡で引船列だと気付き、右舵

一杯としたものの、Ｃ船の船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突したも

のと考えられる。 
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甲板員Ｃは、平戸瀬戸に入ってからは、目視に頼って操船を行って

おり、Ａ船とＢ船との距離感をつかめていなかったが、サーチライト

が照射されていない状態のＢ船の灯火を視認できなかったことから、

Ａ船の後方を横切ることができるだろうと思い、Ｂ船の灯火を探しつ

つも、Ａ船の後方を南風埼灯台に向けて左転しようとしたものと考え

られる。 

船長Ｃは、狭水道での在橋義務を認識していたものの、甲板員Ｃが

ふだんから、夜間であっても平戸瀬戸を無難に操船していたことか

ら、狭水道であっても単独での操船を任せていたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、平戸瀬戸の黒子島北東方沖において、Ａ船及びＣ

船の両船長が在橋しない中、Ａ船引船列が北進中、Ｃ船が南進中、甲

板員Ｃが、船首方から接近して来るＡ船及びＢ船の存在を認識してい

たものの、Ａ船の灯火が引船列を表す灯火だと知らず、Ｃ船が、Ａ船

と左舷を対して航過した後、南風埼灯台に向けてＡ船の船尾方を航行

しようとしたため、Ｃ船の船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突したも

のと考えられる。 

両船長が狭水道である平戸瀬戸において、在橋して自ら操船指揮を

とっていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、夜間に航行する場合、目視のみに頼らず、レーダーを

活用して、航行に支障のある船舶の詳細な所在を把握すること。 

・当直者は、夜間に航行する際、灯火が示す意味を理解しておくこ

と。 

・引船列は、夜間に航行する中、接近する他船がいた場合は、えい
．．

航中の物件の所在を容易に把握出来るよう、物件をサーチライト

で照射することが望ましい。 

・船長は、狭水道を通狭する場合、常に在橋し、複数人で航海当直

を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和３年８月２１日 

 ０５時１５分ごろ発生） 

平戸瀬戸 
長崎県 

✕ 

広瀬 

平戸牛ヶ首灯台 

Ａ船

広瀬導流堤灯台 

南風埼灯台 

Ｂ船 

Ｃ船 

平戸市 

平戸市 

黒子島 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真２ Ｂ船 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 
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写真３ Ｃ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 


